
　平成31年定例合同会役員会議事録

平成31年3月9日（土）18時30分～21時30分
ジョイナス地下2階　「甍」
出席者：須田顕、六本木知秀、小田原俊成、竹内直樹、山田芳輝、岩成秀夫、加藤大慈、木村逸雄、都甲崇、山田朋樹、村上弘司
1　検討と提案事項
1）役員の役割の内容
２）予算決定過程　
会計、監査の役割
事務処理役として大学秘書またはその他への依頼の検討
 3）会則の検討
名誉会長・名誉会員・特別会員

幹事8名の規定
慶弔時実施規定
4）OB会ホ－ムペ－ジ
新規と更新の提案

5)  OB会会員と医師の会準会員の会費規定と実態
6) 2019年総会予定
合同会総会　6月8日(土)
    OB会総会　9月14日(土)崎陽軒
講師　京都大学名誉教授　菅原和孝先生（後日竹内会長調整）。
7) 今後の予定
多数の意見交換がなされたが役割・人事等の決定事項はなかった。今回の意見を踏まえて
役員人事とその役割等の基本案を竹内直樹会長・山田芳輝副会長、医師の会役員で相談し
作成して提案する。
2  上記の内会則・細則・規約の改正等を検討
新役員を迎えてOB会会則・規則などの意見交換がなされた。
1）高木啓先生の現役割（会計・渉外）辞退
2）OB会会則・細則
・会則10条　役員；施行細則　２条　役員選出につぃて
入局（入会）年が10年以上の空白がないように、幹事数3～４年を1グル－プに拘らず、
数名選出し幹事数８名に縛られないという意見
・会則14条5　名誉会長　について
同門会からOB会・合同会への改組に伴う暫定的役職まので、削除しても良いのでは
ないか。
3）事務業務の見直し
　　・来年度(2019年)9月1日から、教室秘書または会計担当者が連絡しやすい人物へ変更
　　　する方向性の提案
・会員住所録の管理（住所・勤務先等修正）、保管、運用
・会誌の広告に関する管理・運営の実態
業務実態：広告依頼状・礼状・会誌発送、掲載料受理等、委託業者
　　・弔事での供花への名称
「横浜市立大学精神医学教室」「横浜市立大学精神医学教室合同会」「横浜市立大学精神医学
教室OB会」などの名称で供花されていたが第三者からみて不自然でない・分かり易い名
称にした方が適切と思われる。慶事では「横浜市立大学精神医学教室」と規定されている。
